
福岡県交通対策協議会設置要綱 

（昭和４７年６月２日） 

 

 （設 置） 

第１条 福岡県における交通対策について調査協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再
生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画の
作成及び実施に関する協議を行うため、福岡県交通対策協議会（以下「協議会」という。）を置
く。 
 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次の業務を行う。 
(1) 協議会は交通対策に関する重要事項について、調査協議すること。 
(2) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること。 
(3) 地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること。 
(4) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること。 
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

 （組 織） 

第３条 協議会は、次の各号に掲げるところにより、知事が委嘱する委員をもって組織する。 

(1) 学識経験を有する者                                 １２人以内 

(2) 県議会議員                                            ９人以内 

(3) 福岡市、北九州市の職員及び市町村長                   ４人以内 

(4) 運輸事業を営む法人の役職員及び労働団体の代表者   １３人以内 

(5) 関係行政機関の職員                                    ６人以内 
(6) 福岡県の職員                     ２人以内 

 

 （任 期） 

第４条 委員の任期は２年とする。 

２ 前条第２号、第３号および第５号に掲げる職にある委員が、前項の任期満了前にその職を 
 離れた場合における当該委員の任期については、前項の規定にかかわらず、その在職中とする。 

３ 委員が欠けた場合にその補充として任命又は委嘱された委員の任期は、その残任期間とする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、任期満了時を超えて協議する懸案事項がある場合は、その協議
 終了時をもって任期満了時とする。ただし、その場合の任期は、３年を超えないものとする。 

 

 （会長および会長代理） 

第５条 協議会に会長を置き、第３条第１項に掲げる委員のうちから、委員が選出する。 

２ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。 

 

 （会 議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

 （幹 事） 

第７条 協議会に幹事若干名を置き、県の職員または関係行政機関の職員のうちから知事が任命
 又は委嘱する。 

２ 幹事は、会長の命をうけて会務に従事する。 
 
 （福岡県バス対策協議会） 
第８条 第２条に掲げる業務について専門的な調査、検討を行うため、協議会に「福岡県バス対
策協議会」を置く。 

２ 福岡県バス対策協議会の協議結果をもって、協議会の結果とすることができる。 
３ 福岡県バス対策協議会に関する事項は、別に定める。 

 

 



 （庶 務） 

第９条 協議会の庶務は、企画・地域振興部交通政策課において処理する。 

 

 （その他の事項） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協議会の議を経て、会長
が別に定める。 

 

   附則 

 この要綱は、昭和５５年９月１日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成１０年１０月２６日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成２３年１２月２１日から適用する。 
   附則 

 この要綱は、平成２８年１０月６日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、令和５年８月１日から適用する。 


